
 

 

 

金銭消費貸借契約書 

 

貸主          （以下、「甲」という。）と借主         （以下、

「乙」という。）とは、以下のように金銭消費貸借契約（以下、「本件消費貸借」という。）

を締結した。 

 

第１条（貸借） 

甲は、乙に対し、金         円を、次条以下の約定で貸し渡し、乙はこれを

借り受け、受領した。 

 

第２条（利息） 

本件消費貸借の利息は、     とする。 

但し、その時の経済状態等に応じて甲乙双方協議のうえ、変更できるものとする。 

 

第３条（弁済期） 

乙は、甲に対し、平成  年  月より毎月     円を支払い返済するものとする。 

 但し、甲又は乙から返済方法の変更の申出があったときは、甲乙双方協議のうえ、返済

方法の変更をすることができるものとする。 

 

 

この契約の成立を証するため、本書１通を作成し、甲乙署名押印の上甲が本書を乙が本

書写しを所有する。 

 

平成  年  月  日 

甲（住所） 

 

（氏名）            印 

 

 

乙（住所） 

 

（氏名）            印 


